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１．駐車場法と技術的基準の概要
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①駐車場法とは

○ 駐車場法は、都市における自動車の駐車のための
施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道
路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資する
とともに、都市の機能の維持及び増進に寄与するこ
とを目的として、昭和３２年（１９５７年）に制定された。

○ 駐車場法制定の背景には、当時、自動車保有台数
が急速に増加する中で、都市部では慢性的な駐車
場不足、路上駐車、交通渋滞等の問題が発生してお
り、駐車場整備に対する要請の高まりがあった。
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駐車場

パーキング・メーター、パーキング・チケット（道路交通法）

路外

路上

届出駐車場（駐車場法）

自動車の駐車の用に供される部分の面積が ５００㎡以上
で料金を徴収するもの

その他の路外駐車場

自動車の駐車の用に供される部分の面積が ５００㎡未満
のもの及び５００㎡以上で料金を徴収しないもの

都市計画駐車場（都市計画法・駐車場法）

道路管理者が整備する駐車場（道路法等）

（１，６６１千台）

（１１８千台）※１

附置義務駐車施設（駐車場法）（２，９９７千台）※１

※1

路上駐車場（駐車場法）（８百台） ※１

（路外駐車場では満たされない駐車需要に対応するもの）

自動車の保管場所
一般公共の用に
供さない駐車場

一般公共の用に
供する駐車場

②駐車場の分類と統計

※１：平成２５年度末

○ 駐車場は、一般公共の用に供する「駐車場」と、一般公共の用に供さない「自動車の保
管場所」（車庫）に大別される。

※統計データなし
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※統計データなし
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駐車場台数〔万台〕

〔年度末〕

【参考】自動車の保有台数：7,670万台（Ｈ25年度末）



④駐車場法の技術的基準の位置づけ

駐車場法

第１１条（構造及び設備の基準）

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が５００平方メートル以上であるものの構
造及び設備は、建築基準法 （昭和２５年法律第２０１号）その他の法令の規定の適用がある場合
においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。

第１２条（設置の届出）

都市計画法第四条第二項の都市計画区域（以下「都市計画区域」という。）内において、前条の
路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者（以下「路外駐車場管理
者」という。）は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造
、設備その他必要な事項を都道府県知事（市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県
知事等」という。）に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同
様とする。

○ 路外駐車場において、駐車の用に供する部分の面積が５００㎡以上のもの
については、駐車場法施行令で規定する技術的基準の適用を受ける。

○ 都道府県知事等は、路外駐車場の設置の届出等をもとに、技術的基準へ
の適合性を確認し、違反が認められるときは是正命令等の措置を講じる。
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図4 自動車保有台数と駐車場供用台数の推移

駐車場法施行令

第７条
（自動車の出口及び
入口に関する技術的
基準）

・路外駐車場の出口及び入口を設けることができる箇所
・一定規模以上の路外駐車場における出口と入口の離隔
・出入口部分の隅切り
・出口部分の視認性
・国土交通大臣の認定により出入口の設置が可能となる箇所と要件

第８条
（車路に関する
技術的基準）

・自動車の車路の幅員 ５．５ｍ以上（一方通行の自動車の車路の幅員 ３．５ｍ以上）
・はり下の高さ ２．３ｍ以上
・縦断勾配 １７％以下

第９条
（駐車の用に供する
部分の高さ）

・はり下の高さ ２．１ｍ以上

第１０条
（避難階段）

・建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供す
る部分を設けるときは、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第１項若しくは第２
項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない

第１１条
（防火区画）

・建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と
当該路外駐車場とを耐火構造の壁又は特定防火設備によって区画しなければならない

第１２条
（換気装置）

・建築物である路外駐車場には、その内部の空気を１時間につき１０回以上直接外気と交換する能力を有す
る換気装置を設けなければならない

・ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の１０分
の１以上であるものについては、この限りでない

第１３条
（照明装置）

・自動車の車路の路面 １０ルクス以上
・自動車の駐車の用に供する部分の床面 ２ルクス以上

第１４条
（警報装置）

・建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設け
なければならない

第１５条
（特殊の装置）

・予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構
造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない

7

⑤駐車場法の技術的基準の概要



⑥換気基準の概要
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○ 建築物である路外駐車場については、自動車から排出される
有害な物質を屋外に排出し、利用者が安心して自動車の保管
を寄託できるよう、換気装置に関する基準が定められている。

○ 基準の面積以上の開口部を設けることが出来る地上駐車場
では、一般に開口部換気（自然換気）が行われている。

○ 基準の面積以上の開口部を設けることが出来ない地下駐車
場等では、一般的に機械換気装置が設けられている。



２．現行の換気基準の考え方
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①現行の換気基準の考え方

○ 現行の基準は、駐車場内の一酸化炭素（以下「ＣＯ」という。）濃度の恕限
度（※）を１００ｐｐｍとして設定。

○ 自動車の排出ガス量及びエンジンを稼働している割合等を踏まえ、駐車
場内のＣＯ濃度が１００ｐｐｍ以下となるように換気回数を求めると、１時間
当たり概ね１０回となる。

出典：「駐車場の技術的基準について」（１９５８年）（村山幸雄、三井達雄 著）

＜換気装置の例＞
駐車場容積：12,000m3

(＝4,000㎡（駐車場の床面積）×3m（天井高））の場合
・機械換気

装置能力：120,000 m3/時間 以上
（＝12,000 m3（駐車場容積）×10回/時間）

・自然換気（開口部換気）
開口部面積：400㎡ 以上

（＝4,000㎡（駐車場の床面積）×1/10）

※恕限度（じょげんど） ： 人体に害を与えるような条件の限度。保健上許されている有害物質などの限度。（出典：新明解国語辞典第７版）

駐車場法施行令

第１２条（換気装置）

建築物である路外駐車場には、その内部の空気を１時間につき１０回以上直接外気と交換する
能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開
口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の１０分の１以上であるものについては、この
限りでない。
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○ 現行の換気基準の算定根拠は、以下のとおりである。

駐車場内におけるＣＯ濃度

１時間あたりの換気回数をｎ（回）、駐車場の床面積をＳ（ｍ２）、駐車場の天井

高さをｈ（ｍ） とすると、 ｖ ＝ ｎ・Ｖ ＝ ｎ・Ｓ・ｈ となることから、

ここで、

自動車のＣＯ排出量 ： １ｍ３/ｈ・台

エンジンをかけている自動車の割合（ラッシュ時） ： ７％

車路を含む自動車１台あたりの駐車場床面積（Ｓ/ｍ）： ２５ｍ２

駐車場の天井の高さ ： ２．７ｍ

より、ＣＯ濃度（Ｑ/Ｖ）を恕限度である１００ｐｐｍ以下とするための換気回数は、

１０回以上となる。
出典：「駐車場の技術的基準について」（１９５８年）（村山幸雄、三井達雄 著）

②現行の換気基準の根拠（機械換気の換気回数）

Ｑ ｍ・Ｒ・ｑ
Ｖ ｖ

＝

Ｖ Ｒ・ｑ ｍ
Ｑ ｈ Ｓ

換気回数ｎ〔回／時間〕 ＝ ・ ・
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Ｑ ： 駐車場内のＣＯの体積（ｍ３）
Ｖ ： 駐車場の容積（ｍ３）
ｍ ： 収容自動車台数（台）
Ｒ ： エンジンをかけている自動車の割合（％）
ｑ ： 自動車のＣＯ排出量（ｍ３/ｈ・台）
ｖ ： 換気による供給空気量（ｍ３/ｈ）



○ 自然換気の場合の必要開口部面積は、以下の算式を根拠としている。

駐車場の床面積をＳ（ｍ２）、駐車場の天井高さをｈ（ｍ） とすると、Ｖ ＝ Ｓ・ｈ

より、

ここで、

駐車場の天井の高さ ： ２．７ｍ

周囲の建物等による風速の修正係数（ｋ１） ： ０．１５

窓の流出係数（ｋ２） ： ０．５０

常時の平均風速（ｗ） ： ２ｍ/ｓ

より、自然換気の場合の開口部面積の床面積比は、１／１０以上となる。

出典：「駐車場の技術的基準について」（１９５８年）（村山幸雄、三井達雄 著）

③現行の換気基準の根拠（自然換気の開口部面積）

Ａ ２・１０・ｈ
Ｓ ｋ１・ｋ２・ｗ・3600

＝
開口部面積
の床面積比

：
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Ｖ： 駐車場の容積（ｍ３）
Ａ： 開口部面積（ｍ２）

ｋ１： 周囲の建物等による風速の修正係数
ｋ２： 窓の流出係数
ｗ ： 常時の平均風速（ｍ/ｓ）

１０・Ｖ ＝　　・Ａ・ｋ１・ｋ２・ｗ・3600(s)
１
２



３．社会情勢の変化
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①自動車排出ガス規制の推移

○ 昭和４１年に「ガソリンを燃料とする普通自動車及び小型自動車の一酸化炭素
濃度規制」が開始されて以降、自動車の排出ガス規制が年々強化されている。

内 容

昭和４１年（１９６６年） ４モードＣＯ規制開始（排出ガス濃度３％）（運輸省の行政指導）

昭和４２年（１９６７年） ４モードＣＯ規制（道路運送車両法の保安基準に基づく規制となる）

昭和４４年（１９６９年） ４モードＣＯ規制強化（排出ガス濃度２．５％）

昭和４５年（１９７０年） アイドリングＣＯ規制開始（４．５％）

昭和４６年（１９７１年） ＣＯ規制対象の拡大（軽自動車、ＬＰＧ車を追加）

昭和４８年（１９７３年） ＣＯ、ＨＣ、ＮＯｘの本格的規制開始（１０モード）

昭和５０年（１９７５年） ＣＯ、ＨＣ、ＮＯｘの規制強化、試験モードに１１モードを追加

昭和５１年（１９７６年） ＮＯｘの規制強化

昭和５３年（１９７８年） 日本版マスキー法施行、ＮＯｘの規制強化

平成 ３年（１９９１年） 試験モードを１０モードから１０・１５モードに改定

平成１０年（１９９８年） アイドル規制強化

平成１２年（２０００年） ＣＯ、ＨＣ、ＮＯｘの規制強化

平成１７年（２００５年） 試験モードをコンバインモード（１０・１５モード（８８％）＋１１モード（１２％）の和）に改定

平成２０年（２００８年） 試験モードをコンバインモード（１０・１５モード（７５％）＋ＪＣ０８Ｃモード（２５％）の和）に改定

平成２１年（２００９年） ＰＭ規制を導入（ガソリンを燃料とする吸蔵型窒素酸化物還元触媒を装着した直接噴射式の原動機を有する自動車）

平成２３年（２０１１年） 試験モードをコンバインモード（ＪＣ０８Ｈモード（７５％）＋ＪＣ０８Ｃモード（２５％）の和）に改定

出典：「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について（第十二次報告） 参考資料」（中央環境審議会大気・騒音振動部会自動車排出ガス専門委員会（平成２６年１２月））
及び「道路運送車両の保安基準」（国土交通省）より作成 14

乗用車の自動車排出ガス規制の主な推移（新車；ガソリン・ＬＰＧ車）



○ 乗用車の販売台数が近年伸び悩む中、平成２１年度以降、ハイブリッド自動
車の販売台数が急速に増加している。

○ ハイブリッド自動車、電気自動車、ＰＨＶ等の次世代自動車が乗用車販売台
数に占める割合は、平成２６年度で約２２％に達している。

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度

ハイブリッド自動車（ＨＶ） 電気自動車（ＥＶ） プラグインハイブリッド自動車（ＰＨＶ） その他

②次世代自動車の開発・普及

出典：「次世代自動車（乗用車）の国内販売台数の推移」、「低公害車等出荷台数」
及び「自動車統計月報」（一般社団法人 日本自動車工業会）より作成

ハイブリッド自動車（ＨＶ）

燃料電池車（ＦＣＶ）

プラグインハイブリッド車（ＰＨＶ）

電気自動車（ＥＶ）

販売台数〔千台〕

乗用車販売台数と次世代自動車販売台数の推移
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約２２％



③自動車排出ガスの大気汚染状況

自動車保有台数と自動車排出物質量の推移

○ 自動車保有台数は年々増加している一方で、自動車から排出される有
害物質による大気汚染状況は大幅に改善している。
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出典
自動車保有台数 ：「自動車保有台数の推移」（ （一般財団法人）自動車検査登録情報協会）より作成
自動車排出物質量：「平成２４年度 大気汚染状況について（一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告）」（環境省）より作成

自動車保有台数

昭和４７年度 昭和５２年度 昭和５７年度 昭和６２年度 平成４年度 平成９年度 平成１４年度 平成１９年度 平成２４年度



④自動車のＣＯ排出量の低減（道路トンネル）

出典：「道路トンネル技術基準（換気編）・同解説」（社団法人 日本道路協会）より作成

道路トンネルの換気量計算に用いられるＣＯ排出量の推移
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ＣＯ排出量〔Ｌ/ｋｍ・台〕

○ 道路トンネル設計時の換気量計算に用いられる自動車のＣＯ排出量は、
道路トンネルにおける実測値に基づき、昭和３９年から６分の１に低減され
ている。

30

7 7
5



４．換気装置の運用実態
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①換気装置の設置例

①・④換気ファン ②給気ダクト及び吹出口

○ 換気装置のファンの最大換気量及びダクト、シャフト等の大きさは、駐車場法施行令の基準に
適合するよう設計されている。

○ 給気側のファン及びダクトで新鮮な空気を場内に供給し、場内で汚染された空気を排気側のフ
ァン及びダクトで外に排気する構造となっている。

○ 換気量は、ＣＯ濃度の計測値を基に台数制御によって調整されている。

⑤ＣＯ濃度センサー

①換気機械室（給気）

④換気機械室（排気）

②給気ダクト

④換気機械室（排気）

②給気ダクト

③排気ダクト

③排気ダクト

⑤ＣＯ濃度センサー

Ａ市営駐車場（平面図）

③排気ダクト及び吸込口

※ 資料提供：Ａ市
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時間

設計換気量

換気量

CO濃度

CO濃度

換気装置運転

基準濃度

換気量

（稼働率）

時間

設計換気量

換気量

CO濃度

1台目換気装置
運転基準濃度

2台目換気装置
運転基準濃度

換気量

CO濃度

○ 大規模な路外駐車場では、省エネ等の観点から、駐車場の利用状況（ＣＯ
濃度等）に応じて換気量が調整されているケースが多い。

②換気装置の運用実態
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地下駐車場の換気装置の運用実態

駐車場名 制御方式 換気量 ＣＯ濃度

都内商業施設駐車場（※１） インバータ制御 現行基準の４０％以下 １０ｐｐｍ以下

都内スポーツ施設駐車場（※１） 一部インバータ制御 現行基準の７５～１００％ ５ｐｐｍ以下

Ａ市営駐車場（※１） 台数制御 現行基準の５０％以下 ２５ｐｐｍ以下

Ａ市役所駐車場（※１） 台数制御 現行基準の５０％以下 概ね２５ｐｐｍ以下

都内タワーマンション（※２） インバータ制御 現行基準の５０％以下 １０ｐｐｍ以下

資料提供 ※１：駐車場管理者、※２：自動制御機器メーカー

台数制御方式における換気装置の運転イメージ
（ＣＯ濃度に応じて換気装置の稼働台数を制御する）

インバータ制御方式における換気装置の運転イメージ
（ＣＯ濃度に応じて換気装置のモーター回転数（換気量）を制御する）

○ 運用実態上、現行基準以下の換気量で、ＣＯ濃度は現行基準の許容濃度
１００ｐｐｍを大きく下回る５～２５ｐｐｍ以下に保たれている。



③まとめ

○ 昭和３２年に駐車場法が制定されて以来、駐車場法施行令で

規定されている換気基準は改定されていない。

○ 昭和４１年に「ガソリンを燃料とする普通自動車及び小型自動

車の一酸化炭素濃度規制」が開始されて以降、自動車の排出

ガス規制が年々強化されている。

○ 次世代自動車の開発・普及も相まって、自動車から排出される

有害物質による大気汚染状況は大幅に改善している。

○ 実態調査からは、現行基準で定められている換気能力（１０回

／時間）が必要な場面は見られない。
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